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函館市中心市街地活性化基本計画 新旧対照表（傍線赤文字部分は変更箇所） 

 

変  更  後 変  更  前 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地

の整備改善のための事業に関する事項 

（略） 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

（略） 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一

体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項 

（略） 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大規模小売店舗立地法の

特例措置 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

渡島ドーム整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地 

の整備改善のための事業に関する事項 

（略） 

 

 

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

（略） 

 

 

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一 

体として行う居住環境の向上のための事業等に関する事項 

（略） 

 

 

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項 

［１］略 

［２］具体的事業の内容 

（１）法に定める特別の措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

大規模小売店舗立地法の

特例措置 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

渡島ドーム整備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

複合施設「五稜郭ガーデ

ン」整備事業 

㈱まちづく

り五稜郭 

 本町・五稜郭・梁川地区の空

き地を活用し、地域の核となる

新たな飲食モールを整備するこ

とにより、多くの市民や観光客

の交流の場の創出と商業の活性

化による経済活力の向上を図

る。 

 この事業を実施することによ

り、中心市街地に多くの集客が

可能となり、商店街への波及効

果を含め、来街者の回遊性の向

上が見込まれることから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●措置の内容 

特定民間中心

市街地経済活

力向上事業計

画の経済産業

大臣認定 

 

●実施時期 

Ｈ27年度 

特 定 民

間 中 心

市 街 地

経 済 活

力 向 上

事 業 の

用 に 供

す る 建

築 物 及

び 構 築

物 を 取

得 し た

際 の 割

増 償 却
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（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

函館駅前若松地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

（略） 

 

 

 

 

●事業名 

中心市街地出店促進事業 

（略） 

    

●渡島ドーム整備事業 

（再掲） 

（略） 

    

●事業名 

複合施設「五稜郭ガーデ

ン」整備事業（再掲） 

 

●事業内容 

地域の核となる新たな飲

食モールの整備 

㈱まちづく

り五稜郭 

 本町・五稜郭・梁川地区の空

き地を活用し、地域の核となる

新たな飲食モールを整備するこ

とにより、多くの市民や観光客

の交流の場の創出と商業の活性

化による経済活力の向上を図

る。 

 この事業を実施することによ

り、中心市街地に多くの集客が

可能となり、商店街への波及効

果を含め、来街者の回遊性の向

上が見込まれることから、中心

●支援措置 

商店街まちづ

くり事業（中心

市街地活性化

事業） 

 

●実施時期 

Ｈ26年度 

 

 

 

 

 

制 度 を

活用、特

定 民 間

中 心 市

街 地 経

済 活 力

向 上 事

業 の 用

に 供 す

る 不 動

産 の 取

得 又 は

建 物 の

建 築 を

し た 際

の 登 録

免 許 税

の 軽 減

を活用 

 

（２）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、内容及び実施時期 実施主体 
目標達成のための位置づけ 

及び必要性 

支援措置の内容 

及び実施時期 

その他 

の事項 

●事業名 

函館駅前若松地区第一種

市街地再開発事業（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

中心市街地出店促進事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●渡島ドーム整備事業 

（再掲） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●事業名 

複合施設「五稜郭ガーデ

ン」整備事業（再掲） 

 

●事業内容 

地域の核となる新たな飲

食モールの整備 

 

㈱まちづく

り五稜郭 

 本町・五稜郭・梁川地区の空

き地を活用し、地域の核となる

新たな飲食モールを整備するこ

とにより、多くの市民や観光客

の交流の場の創出と商業の活性

化による経済活力の向上を図

る。 

 この事業を実施することによ

り、中心市街地に多くの集客が

可能となり、商店街への波及効

果を含め、来街者の回遊性の向

上が見込まれることから、中心

●支援措置 

商店街まちづ

くり事業（中心

市街地活性化

事業） 

 

●実施時期 

Ｈ26年度 

 

●支援措置 

特定民間中心

市街地経済活
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市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業名 

はこだてコミュニティ整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

●はこだてマルシェ整備

事業 

 

●内容 

函館本町地区優良建築物

等整備事業の建物内での

商業空間の整備 

 

●実施時期 

Ｈ28年度 

 

民間  函館本町地区優良建築物等整

備事業の建物内に、市民の日常

利用を中心に、観光客までもが

楽しめる「食を中心とした生活

コミュニティの拠点」となる地

産地消型のデザイン性が高い商

業空間を整備することにより、

多くの市民や観光客の交流の場

の創出と商業の活性化による経

済活力の向上を図る。 

 この事業を実施することによ

り、中心市街地に多くの集客が

可能となり、商店街への波及効

果を含め、来街者の回遊性の向

上が見込まれることから、中心

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

●支援措置 

地域・まちなか

商業活性化支

援事業（中心市

街地再興戦略

事業）のうち先

導的・実証的事

業 

 

●実施時期 

Ｈ28年度 

 

（２）②略 

市街地の活性化に必要な事業で

ある。 

力向上事業の

用に供する建

築物及び構築

物を取得した

際の割増償却

制度 

 

●実施時期 

Ｈ27年度 

 

●支援措置 

特定民間中心

市街地経済活

力向上事業の

用に供する不

動産の取得又

は建物の建築

をした際の登

録免許税の軽

減 

 

●実施時期 

Ｈ27年度 

 

●事業名 

はこだてコミュニティ整

備事業 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

新規追加 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２）②略 
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８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 ◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 

 

 

 

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する事業に関する事項 

［１］略 

［２］略 

 

 

 ◇ ４から８までに掲げる事業及び措置の実施箇所 
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９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

 １）略 

 ２）略 

 ３）協議会の開催状況 

  ○第１回 平成２３年１１月２５日 

   ・函館市中心市街地活性化協議会規約（案）について 

   ・役員選任について 

   ・函館市中心市街地活性化協議会運営委員会規定（案）について 

   ・函館市中心市街地活性化協議会構成メンバーについて 

   ・函館市中心市街地活性化基本計画策定スケジュールについて 

 

 ○第２回 平成２４年１月２７日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の素案について 

  ・平成２４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

 ○第３回 平成２４年８月３１日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の原案について 

 

 ○第４回 平成２４年１２月２０日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の案について 

 

 ○第５回 平成２５年６月５日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第６回 平成２５年７月１日 

  ・渡島ドーム整備に関わる「特定民間中心市街地活性化事業計画」について 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第７回 平成２６年２月２４日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第８回 平成２６年５月１９日 

  ・中心市街地活性化基本計画の取り組み状況について 

 

 ○第９回 平成２７年２月２６日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第１０回 平成２７年６月１２日 

  ・中心市街地活性化基本計画の取り組み状況について 

 

 ○第１１回 平成２８年２月８日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項 

［１］略 

［２］中心市街地活性化協議会に関する事項 

（１）略 

 １）略 

 ２）略 

 ３）協議会の開催状況 

  ○第１回 平成２３年１１月２５日 

   ・函館市中心市街地活性化協議会規約（案）について 

   ・役員選任について 

   ・函館市中心市街地活性化協議会運営委員会規定（案）について 

   ・函館市中心市街地活性化協議会構成メンバーについて 

   ・函館市中心市街地活性化基本計画策定スケジュールについて 

 

 ○第２回 平成２４年１月２７日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の素案について 

  ・平成２４年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

 ○第３回 平成２４年８月３１日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の原案について 

 

 ○第４回 平成２４年１２月２０日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の案について 

 

 ○第５回 平成２５年６月５日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第６回 平成２５年７月１日 

  ・渡島ドーム整備に関わる「特定民間中心市街地活性化事業計画」について 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第７回 平成２６年２月２４日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 

 

 ○第８回 平成２６年５月１９日 

  ・中心市街地活性化基本計画の取り組み状況について 

 

 ○第９回 平成２７年２月２６日 

  ・函館市中心市街地活性化基本計画の変更について 
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４）略 

（２）略 

［３］略 

（１）略 

（２）略 

４）略 

（２）略 

［３］略 

（１）略 

（２）略 

 

 


